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「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領(抜粋) 

※ 平成２５年４月１８日の改訂によって変更となった箇所については、変更箇所に下線を付しています。 

 

Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

記載事項 記載上の注意 

■２．業務執行、監査・監督、指

名、報酬決定等の機能に係る事

項（現状のコーポレート・ガバ

ナンス体制の概要） 

 

 

・ 「現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要」及び「現状のコーポレート・ガ

バナンス体制を選択している理由」の記載にあたっては、金融審議会金融分科会

「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告」（平成２１年６

月１７日公表）において、コーポレート・ガバナンスのモデルとして提示された以

下の３つの類型を参考にしてください。これらの類型は、多くの上場会社にとっ

て、株主・投資者等からの信認を確保していく上でふさわしいと考えられるものと

して例示されているものですが、コーポレート・ガバナンスのあるべき姿は、個々

の企業の成り立ちや規模、業務の内容等により多様であり、一律に論じることには

困難な面があることを前提として、各社のガバナンス機構に関する現状の体制の内

容とその体制を選択する理由について十分な開示を行うことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 業務執行、監査・監督の方法など、取締役会をはじめとするガバナンス機構に関

する現状の体制について、その概要や、業務執行、監督機能等の充実に向けた追加

的な施策の内容等を具体的に記載してください。 

（例） ・ 取締役会や監査役会など（委員会設置会社の場合は、法定の各種委員

③社外取締役の選任と監査役会等との連携 

 

 

 

 

業務執行役員 

監査役会 

取締役会 

社外監査役 

１名～複数の   

社外取締役 

連携 

内部監査・内部統制 

担当取締役 

①委員会設置会社化 
指名委員会 

報酬委員会 

監査委員会 

取締役会 

社外取締役 

業務執行役員 

②社外取締役を中心とした取締役会 

 

業務執行役員 監査役会 

取締役会 

1/3～1/2 以上の 

社外取締役 

社外監査役 

別添１ 
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記載事項 記載上の注意 

会、執行役会を含みます。）の法定の組織のほか、経営諮問委員会、ア

ドバイザリーボードなどの名称により設置された各種の諮問委員会や、

経営会議、執行役員会、常務会等について、それぞれの概要（業務執行

や監督のプロセスにおける役割、構成メンバー、男女別の構成など）や

開催状況等を記載することが考えられます。 

・ 各種委員会を設置している場合は、構成メンバーの概要、選定方法、 

選定理由及び役割、委員会の開催頻度、事務局等の設置状況やその規模

などについて記載することが考えられます。 

・ 監査基準、取締役候補者の選定や報酬の内容の決定に関する一定の方

針や要件、特別なプロセスを導入している場合に、その概要について記

載することが考えられます。 

・ 監査の状況としては、監査の組織・人員及び手続等、公認会計士の氏

名・継続監査年数等を記載することが考えられます。 

・ 監査役の機能強化に関する取組状況について具体的に記載してください。 

（例） ・ 監査役監査を支える人材・体制の確保状況、独立性の高い社外監査役

の選任状況、財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況等の内

容について、それぞれ記載することが考えられます。（これらの内容に

ついて１．（３）監査役関係の③～⑤の欄で記載している場合は、それ

らの記載で代替することが可能です。） 

 

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

記載事項 記載上の注意 

 ・ 当該内容に変更があればその都度修正してください。 

■３．ステークホルダーの立場の

尊重に係る取組み状況 

 

・ 該当項目にチェックし、該当項目について補足して説明する場合は、補足説明欄

に記載してください。 

・ ステークホルダーとは、株主、従業員、消費者など、企業を取り巻くあらゆる利

害関係者のことをいいます。 

・ ｂ．における補足説明においては、具体的な実施内容について（企業による報告

書（環境報告書、ＣＳＲ報告書、サステナビリティ報告書など名称は様々）の作

成、公開など）記載することが望まれます。 

・ ｄ．「その他」における補足説明については、役員への女性の登用に関する現状

を記載することが考えられます。 

 

 

以 上 

 


